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事
務
所
だ
よ
り

4 2025（令和7年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 4月30日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 4月30日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 4月30日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第1期分の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧�

� 4月1日〜4月20日�
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付�
� 市区町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）�
� 4月30日

　仕入れ・材料費や人件費、水道光熱費等の
コスト増加分を価格に反映させたい事業者が
商品別（取引先別）の収支状況も確認しながら、
目指すべき取引価格を検討できるシミュレー
ションツール。独立行政法人中小企業基盤整
備機構がリリースしたもので、登録不要、無
料で利用できます。

ワンポイント 価格転嫁検討ツール

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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4 月号─2

　

投
資
と
は
、
利
益
を
見
込
ん
で
投

資
信
託
や
株
式
な
ど
の
資
産
を
購
入

す
る
こ
と
で
す
。「
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
」

の
流
れ
を
加
速
す
る
た
め
、
一
般
の

人
々
の
証
券
市
場
へ
の
参
加
を
促
す

税
制
改
正
を
行
う
な
ど
、
様
々
な
環

境
整
備
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
令

和
６
年
改
正
で
は
、
少
額
投
資
非
課

税
制
度
（
N
I
S
A
）
の
年
間
投
資

枠
や
非
課
税
保
有
期
間
が
大
幅
に
拡

大
さ
れ
、
家
計
の
資
産
形
成
を
支
援

す
る
流
れ
が
よ
り
加
速
し
た
こ
と
は

記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し

て
、投
資
に
は
様
々
な
種
類
が
あ
り
、

そ
の
内
容
に
応
じ
て
課
税
上
の
取
扱

い
が
異
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
近
年
、
特
に
人
気
が
高

ま
っ
て
い
る
暗
号
資
産
や
F
X
取

引
な
ど
に
つ
い
て
、
課
税
上
の
留
意

事
項
を
見
て
い
き
ま
す
。

１　

暗
号
資
産
の
証
拠
金
取
引

　

暗
号
資
産
は
仮
想
通
貨
と
も
呼
ば

れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
や
り
取

り
で
き
る
財
産
的
価
値
で
、
ビ
ッ
ト

コ
イ
ン
や
イ
ー
サ
リ
ア
ム
な
ど
が
代

表
的
な
暗
号
資
産
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

暗
号
資
産
は
金
融
庁
・
財
務
局
の
登

録
を
受
け
た
事
業
者
（
取
引
所
）
か

ら
入
手
・
換
金
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

個
人
が
暗
号
資
産
取
引
を
行
っ
た

場
合
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
所
得
は
雑

所
得
（
そ
の
他
雑
所
得
）
に
区
分
さ

れ
ま
す
が
、
そ
の
年
の
取
引
に
係
る

収
入
金
額
が
３
０
０
万
円
を
超
え
る

場
合
は
、
取
引
に
係
る
帳
簿
書
類
の

保
存
の
有
無
に
応
じ
て
、
保
存
が
あ

る
場
合
は
事
業
所
得
、
保
存
が
な
い

場
合
は
雑
所
得
（
業
務
に
係
る
雑
所

得
）に
区
分
さ
れ
ま
す
。

　

暗
号
資
産
取
引
（
売
却
）
に
よ
り

生
じ
た
所
得
金
額
は
、【
計
算
式
１
】

に
よ
り
算
出
し
ま
す
。

　

暗
号
資
産
の
売
却
に
係
る
所
得
金

額
の
計
算
上
、
必
要
経
費
と
な
る
の

は
、
売
却
の
際
に
支
払
っ
た
手
数
料

の
ほ
か
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
等
の
回
線
利
用
料
な
ど
の

う
ち
、
売
却
の
た
め
に
直
接
必
要
な

支
出
と
認
め
ら
れ
る
部
分
の
金
額
で

す
。

　

な
お
、
年
間
の
暗
号
資
産
取
引
に

よ
り
損
失
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
給

与
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
、
そ
の

他
の
総
合
課
税
の
所
得
や
、
株
式
譲

渡
所
得
な
ど
申
告
分
離
課
税
に
該
当

す
る
雑
所
得
と
損
益
通
算
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

２　

外
国
為
替
証
拠
金
取
引

　
　
（
F
X
）

　

外
国
為
替
証
拠
金
取
引
（
以
下

「
F
X
取
引
」）と
は
、
外
国
為
替（
外

国
通
貨
）
の
売
買
を
、
一
定
の
証
拠

金
（
保
証
金
）
を
担
保
に
し
て
、
そ

の
証
拠
金
の
何
十
倍
も
の
取
引
単
位

（
金
額
）で
行
う
取
引
を
い
い
ま
す
。

　

F
X
取
引
に
は
、店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
と
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

が
あ
り
ま
す
が
、
差
金
決
済
に
よ
り

生
じ
た
所
得
金
額
は
、【
計
算
式
２
】

に
よ
り
算
出
し
ま
す
。

　

差
金
決
済
に
よ
り
差
益
が
生
じ
た

場
合
は
他
の
所
得
と
区
分
し
、「
先
物

取
引
に
係
る
雑
所
得
等
」（
以
下
「
先

物
雑
所
得
等
」）
と
し
て
所
得
税
等

15
・
３
１
５
％
（
他
に
地
方
税
５
％
）

の
申
告
分
離
課
税
方
式
に
よ
り
課
税

さ
れ
ま
す
。
一
方
、
差
金
決
済
に
よ

り
差
損
が
生
じ
た
場
合
は
他
の
先
物

雑
所
得
等
の
金
額
と
損
益
通
算
で
き

ま
す
が
、
先
物
雑
所
得
等
以
外
の
所

得
と
の
損
益
通
算
は
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
他
の
先
物
雑
所
得
等
と
損
益

通
算
し
て
も
引
き
き
れ
な
い
損
失
の

金
額
は
、
一
定
要
件
の
も
と
、
翌
年

以
後
３
年
内
の
各
年
分
の
先
物
雑
所

得
等
の
金
額
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

３　

金
地
金
の
譲
渡
取
引

　

金
地
金
を
譲
渡
し
た
際
の
所
得

は
、
原
則
、
譲
渡
所
得
と
し
て
、
給

与
所
得
な
ど
他
の
所
得
と
合
わ
せ
て

総
合
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
金
地
金
の
譲
渡
が
営
利
を
目

的
と
し
て
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
る

場
合
は
、
そ
の
実
態
に
応
じ
て
事
業

所
得
又
は
雑
所
得
と
な
り
ま
す
。

　

金
投
資
口
座
や
金
貯
蓄
口
座
な
ど

か
ら
の
利
益
は
金
地
金
の
現
物
の
譲

渡
と
は
異
な
り
、
実
態
は
金
融
取
引

に
近
い
こ
と
か
ら
、
金
融
類
似
商
品

の
収
益
と
し
て
一
律
20
・
３
１
５
％

投
資
と
税
金

投
資
と
税
金



3─4月号

（
所
得
税
等
15
・
３
１
５
％
・
地
方
税

５
％
）
の
税
率
に
よ
る
源
泉
分
離
課

税
で
課
税
関
係
が
終
了
し
ま
す
。

　

金
地
金
を
売
却
し
た
場
合
の
所
得

金
額
は
、【
計
算
式
３
】
に
よ
り
算

出
し
ま
す
。

４　

ま
と
め

　

以
上
の
ほ
か
に
も
、
投
資
に
つ
い

て
は
、
２
に
述
べ
た
F
X
取
引
以

外
の
商
品
先
物
取
引
に
係
る
事
業
所

得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得
の
課
税

の
特
例
や
公
社
債
の
償
還
金
を
受
領

し
た
場
合
の
課
税
の
取
扱
い
な
ど
の

規
定
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
発
生
し
た
収
益
が
総
合

課
税
あ
る
い
は
分
離
課
税
（
源
泉
分

離
・
申
告
分
離
）
と
し
て
課
税
さ
れ

る
の
か
、
ま
た
、
損
失
が
発
生
し
た

場
合
、
損
益
通
算
や
繰
越
控
除
が
可

能
か
否
か
な
ど
投
資
ご
と
に
取
扱
い

は
様
々
で
す
。
事
前
に
商
品
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
よ
く
確
認
し
、
課

税
の
取
扱
い
を
十
分
理
解
し
た
上
で

投
資
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

【参考資料】
国税庁
タックス
アンサー

「貯蓄・投資」

【計算式１】暗号資産取引に係る所得金額の計算（例：ビットコイン＝BTC）
	 1BTC当たりの価額（注１）

　　
譲渡価額 －（（購入価額÷購入数量）×売却した数量 ）＝ 所得金額（注２）

　　注１�　総平均法又は移動平均法のうち、いずれか選択した方法（選択しない場合、個人に

おいては総平均法、法人においては移動平均法）により算出した金額となる。

　　　２　その他の必要経費がある場合、その必要経費の額を差し引いた金額となる。

【計算式２】FX取引に係る所得金額の計算

	 （注１）	 （注２）

　（ �　　FX取引時に生じる	為替レート変動に伴う損益 ）＋（累計スワップ）−（取引に係る必要経費）＝所得金額
　　注１　売却（決済）時の為替レートと購入時の為替レートの差額（獲得値幅）をいう。

　　　２　2国間の金利差によって発生する金利差調整分（スワップポイント）の累計額をいう。

【計算式３】金地金取引に係る所得金額の計算
　１　所有期間が5年以内のもの（総合課税の短期譲渡所得）
　　⑴　譲渡価額 －（取得費＋譲渡費用）＝金地金の譲渡益（①）

　　⑵　（①＋その年の金地金以外の総合課税の譲渡益）－ 譲渡所得の特別控除額50万円注

　　　　＝課税される譲渡所得の金額

　２　所有期間が5年を超えるもの（総合課税の長期譲渡所得）
　　⑴　譲渡価額 －（取得費＋譲渡費用）＝金地金の譲渡益（①）

　　⑵　（①＋その年の金地金以外の総合課税の譲渡益）－ 譲渡所得の特別控除額50万円注

　　　　＝譲渡所得の金額（②）

　　⑶　②×１/２＝課税される譲渡所得の金額

　　注１�　特別控除の額は、金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して

50万円であり、これらの譲渡益の合計額が50万円以下の場合はその金額までしか控

除できない。

　　　２�　短期・長期の両方の譲渡益がある場合、特別控除額は両方合わせて50万円が限度と

なる。（短期の譲渡益から先に控除）



4 月号─4

　例えば、2年前に築25年の木造アパー
トを700万円で購入したとします。法定
耐用年数（22年）の全部を経過しているの
で耐用年数は4年（22年×0.2）で減価償
却しています。今年になり各居室に総額
300万円でユニットバス工事をしました。
この費用は資本的支出になりますが、耐用
年数は建物と同じ22年となるでしょうか。
　税法上、資本的支出部分は、その資産と
種類及び耐用年数を同じくする資産を新た
に取得したものとすると定めています。し
たがって今回の場合は、法定耐用年数の
22年ではなく、購入した中古物件の耐用
年数の4年で減価償却することになります。
　なお、中古物件に対して再取得価額（新
築価額）の50％を超える資本的支出を行っ
た場合は、ほぼ新品になっていると考え、
中古物件本体及び資本的支出部分について
法定耐用年数の22年が適用されます。

KEY WORDKEY WORD  ��   
既に減価償却している中古物件既に減価償却している中古物件
に資本的支出をしたときに資本的支出をしたとき

　

こ
ど
も
家
庭
庁
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

券
は
、「
企
業
主
導
型
ベ
ビ
ー
シ
ッ

タ
ー
利
用
支
援
事
業
」
の
承
認
事
業

主
と
な
っ
て
い
る
企
業
が
従
業
員
に

配
付
し
、従
業
員
が
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

を
利
用
し
た
際
に
使
用
で
き
る
券
で

す
。
１
回
あ
た
り
対
象
児
童
１
人
に

つ
き
４
４
０
０
円
分
（
２
２
０
０
円

×
２
枚
）の
補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
子
供
１
人
を
３
時
間
預
け

て
料
金
が
５
０
０
０
円
の
場
合
、
自

己
負
担
は
６
０
０
円
で
す
。

　

こ
の
助
成
金
は
、
令
和
２
年
度
ま

で
は
雑
所
得
と
し
て
確
定
申
告
が
必

要
で
し
た
が
、
子
育
て
支
援
の
観
点

か
ら
同
３
年
分
以
降
は
非
課
税
と
な

り
ま
し
た
。
会
社
は
こ
の
券
を
通
常

１
枚
70
円
（
福
利
厚
生
費
）
で
購
入

で
き
、
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
従
業
員
の
自
己
負
担
分

6
0
0
円
を
会
社
が
従
業
員
に
支

給
し
た
場
合
、
こ
の
補
填
金
は
給
与

所
得
と
し
て
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
券
の

課
税
関
係

■□□□□
　昭和22年、所得税に申告納税制度
が導入されました。それまでは、納税
者から提出された収入金額などから税
務署が納税額を決めていましたが、納
税者が自ら税額までを計算して申告す
る制度に変わりました。しかし、急激
なインフレと戦後の混乱期により納税
額は極めて低調だったことから、申告
水準を向上させるために大蔵省が講じ
た奇策は次のうちどれでしょうか？
①申告書に懸賞問題を付けた
②申告書提出の先着順に景品を付けた
③申告書に宝くじを印刷した

【解説】 �
　当時の所得税の申告方式は「予算申告納
税方式」と呼ばれ、6月に予定申告をして
から、翌年1月に確定申告を行うという方

式でした。しかし、所得税に申告納税制度
が導入された昭和22年度の納税額は、イ
ンフレが高進する中、納税者側も初めての
税の計算に不慣れということもあり、当初
予算に対して11.4％という低調さでした。
　そこで、税務当局は、悪質な無申告や過
少申告には、更正、決定を行うなど、強い
態度で臨んでいきました。その一方で、少
しでも税額の計算に慣れてもらい申告水準
を向上させるため、昭和24年6月の所得
税予定申告書に所得税額の計算問題（1等
賞金3万円）を付けたのです。
　さて、この奇策が行われた昭和24年6月
の予定申告ですが、申告納税者数が約346
万人、そのうち解答者数が70万人を超え、
正解者23万人の中から抽選で1等から5等
までの当選者278人が選ばれました。
　懸賞問題付きの申告書は、この1回限り
となっており、まさに戦後の混乱期を表す
奇策といえるでしょう。
�  正解は、①申告書に懸賞問題を付けた
�でした。（出典：税務大学校ホームページ）

税 金 ク イ ズ金 ク イ ズ


